
( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課

令和　８ 年度 実施設計書
審査　設計者

１ 頁

建設工事名 令和８年度（県費）三輪佐護神ノ谷急傾斜地崩壊対策工事

路線河川名 建設工事箇所 藤枝市　岡部町三輪　地内

建設工事金額

工        期 令和　９年　２月２６日限り 週休２日推進工事補正 （週単位（完全週休２日））

建設工事概要 施行延長 　　　　　　２６．７　　 ｍ

法枠工 　　　　　１６５　　　　 ｍ２

山腹水路工 　　　　　　１５　　　　 ｍ

歩掛・単価適用年度 令和　８年　　６月 基本単価 令和　８年　　６月 地区コード ２２０ 地区

起　終　点　指　定 ⇔
内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

工事番号
（設計書コード） ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０



位　置　図
S=1:10,000

施工場所



( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課 ２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

本工事費

‐  斜面対策

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐  砂防土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  掘削工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  掘削

ｍ３ 　　　　　　　　６０　　　　

土砂

SP　　　１号表 数量コードＣ１２

‐‐‐‐  掘削

ｍ３ 　　　　　　　　７０　　　　

軟岩

SP　　　２号表 数量コードＣ２２

‐‐‐‐  積込（ルーズ）

ｍ３ 　　　　　　　　７０　　　　

軟岩

SP　　　３号表 数量コードＣ２２

‐‐‐  法面整形工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  法面整形

ｍ２ 　　　　　　　１２０　　　　

土砂

SP　　　４号表 数量コードＮ１２
．　．．　　　　　．　．．．



( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課 ３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  法面整形

ｍ２ 　　　　　　　　８０　　　　

軟岩

SP　　　５号表 数量コードＮ２２

‐‐‐  残土処理工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  残土運搬処理
            第３種建設発生土　土量変化率（粘性土）L=1.30　
            処分場：駿遠開発事業（株）牧之原市切山字真菰沢594ほか47筆

ｍ３ 　　　　　　　　７０　　　　 第　　　１号表

Ｍ０００４

数量コードＺ１０

‐‐‐‐  残土運搬処分（軟岩）
            軟岩　土量変化率L=1.30
            処分場：駿遠開発事業（株）牧之原市切山字真菰沢594ほか47筆

ｍ３ 　　　　　　　　７０　　　　 第　　　２号表

Ｍ０００５

数量コードＺ１１

‐‐  法面工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  法枠工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  吹付枠工

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　３号表

Ｍ００１２

‐‐  山腹水路工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  作業土工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．．　　　　　．　．．．



( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課 ４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　７号表 数量コードＥ１１

‐‐‐‐  埋戻し

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　８号表 数量コードＤ１１

‐‐‐  山腹集水路・排水路工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  排水構造物　Ｕ型側溝　据付け
            ＰＵ１‐３００Ｂ

ｍ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　　７号表 数量コード３０Ｂ

‐‐‐‐  排水構造物　蓋版　据付け
            ＰＣ１‐Ｂ３００

枚 　　　　　　　　　４　　　　 第　　　８号表 数量コードＦＴ

‐‐‐‐  φ250管渠工
            硬質ポリ塩化ビニル管

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　９号表

Ｍ００１３

‐‐  構造物撤去工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  構造物撤去工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  構造物とりこわし

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　 第　　１０号表 数量コードＭＣ
．　．．　　　　　．　．．．



( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課 ５ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  コンクリート殻運搬処分
            無筋コンクリート構造物
            処分地：(株)紅林建材中間処理【(株)ﾐｯｸｽ】 藤枝市高洲82-4

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　 第　　１１号表

Ｍ０００８

数量コードＭＣ

‐‐  仮設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  作業ヤード整備工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  敷鉄板設置・撤去

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１２号表

Ｍ０００６

‐‐‐  交通管理工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  交通誘導警備員

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１６号表

直接工事費計

工種区分  No. ７  砂防・地滑り等工事

    共通仮設費                    (地域補正しない)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　
．　．．　　　　　．　．．．



( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課 ６ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

    伐採・処分
    幹30cm　15本

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　１７号表

Ｍ００１４

    仮設材運搬費
    敷鉄板

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　１９号表

Ｍ０００７

共通仮設費計

純工事費計

    現場管理費                    (地域補正しない)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事原価計

    一般管理費等                  (金銭的保証を必要とする)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事価格計

消費税相当額

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　
．　．．　　　　　．　．．．



( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課 ７ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

請負工事費

．　．．　　　　　．　．．．



( )３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ 都市建設部河川課 ８ 頁

数 量 計 算 表
土工

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

Ｃ１２ 掘削（土砂）

数　量 平均値 立積（０６）

Ｃ２２ 掘削（軟岩）

数　量 平均値 立積（０６）

Ｎ１２ 切土法面整形（土砂）

数　量 平均値 面積（０１）

　　　　　　０　　＋１０．００　　　　　０．００ 　　１．１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　６．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　１　　　＋０．００　　　　１０．００ 　　３．２０　　　２．１５０　　　　　２１．５００ 　　２．９０　　　１．４５０　　　　　１４．５００ 　　０．９０　　　３．４５０　　　　　３４．５００

　　　　　　１　　　＋６．３０　　　　　６．３０ ａ 　　５．３０　　　４．２５０　　　　　２６．７８０ 　　８．４０　　　５．６５０　　　　　３５．６００ 　　０．９０　　　０．９００　　　　　　５．６７０

　　　　　　１　　　＋９．９０　　　　　３．６０ ｂ 　　０．５０　　　２．９００　　　　　１０．４４０ 　　０．００　　　４．２００　　　　　１５．１２０ 　　７．１０　　　４．０００　　　　　１４．４００

　　　　　　１　　＋１７．５０　　　　　７．６０ Ｎｏ．１＋６．０３ 　　０．９０　　　０．７００　　　　　　５．３２０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　８．００　　　７．５５０　　　　　５７．３８０

　　　　　　１　　＋１８．２０　　　　　０．７０ Ｎｏ．１＋６．７２ 　　０．９０　　　０．９００　　　　　　０．６３０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　８．００　　　８．０００　　　　　　５．６００

　　合　　　　　　計　　　　　　　２８．２０ 　　　　　　　（Ｃ１２）　　　　　　　６４．６７０ 　　　　　　　（Ｃ２２）　　　　　　　６５．２２０ 　　　　　　　（Ｎ１２）　　　　　　１１７．５５０



( )３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ 都市建設部河川課 ９ 頁

数 量 計 算 表
土工

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

Ｎ２２ 切土法面整形（軟岩）

数　量 平均値 面積（０１）

　　　　　　０　　＋１０．００　　　　　０．００ 　　０．７０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　１　　　＋０．００　　　　１０．００ 　　５．８０　　　３．２５０　　　　　３２．５００

　　　　　　１　　　＋６．３０　　　　　６．３０ ａ 　　５．６０　　　５．７００　　　　　３５．９１０

　　　　　　１　　　＋９．９０　　　　　３．６０ ｂ 　　０．００　　　２．８００　　　　　１０．０８０

　　　　　　１　　＋１７．５０　　　　　７．６０ Ｎｏ．１＋６．０３ 　　０．１０　　　０．０５０　　　　　　０．３８０

　　　　　　１　　＋１８．２０　　　　　０．７０ Ｎｏ．１＋６．７２ 　　０．１０　　　０．１００　　　　　　０．０７０

　　合　　　　　　計　　　　　　　２８．２０ 　　　　　　　（Ｎ２２）　　　　　　　７８．９４０



( )３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ 都市建設部河川課 １０ 頁

延  長  計  算  表

数　　量　　計　　算　　名　　称 コード
起　　点

測　点 中間点

終　　点

測　点 中間点
数　 量(ｍ)

　　　　施行延長 　　　　Ｌ（０３） 　　　　　　　　　０　　　　＋１０．００ 　　　　　　　　　１　　　　＋１６．７２ 　　　　　　　　　　　　２６．７２

　　　　　　測点間距離　　２０　ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　計　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　２６．７２



( )３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ 都市建設部河川課 １１ 頁

数  量  調  整  表
仮設

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
敷鉄板枚数 ＳＴ１ （０２） ＝ １２　＋　９

＝ ２１．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

敷鉄板面積 ＳＴ２ （０２） ＝ １．５２４　＊　３．０４８　＊　ＳＴ１

＝ １．５２４　＊　３．０４８　＊　２１

＝ ９７．５５０



( )３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ 都市建設部河川課 １２ 頁

数  量  調  整  表
構造物撤去工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
無筋コンクリート ＭＣ （０２） ＝ ０．０８　＋　７．０１

＝ ７．０９０



( )３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ 都市建設部河川課 １３ 頁

数  量  調  整  表
法面工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
吹付枠工 ＨＷＡ （０２） ＝ １６４．９５

＝ １６４．９５０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

吹付枠 ＨＷ （０２） ＝ １１４．５５　＋　１５３．６７

＝ ２６８．２２０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ラス張 ＲＢ （０２） ＝ １６４．９５

＝ １６４．９５０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

枠内モルタル吹付 ＭＨ （０２） ＝ １２４．７２

＝ １２４．７２０



( )３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ 都市建設部河川課 １４ 頁

数  量  調  整  表
排水路工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
側溝300B ３０Ｂ （０２） ＝ ４．１８　＋　３．９１　＋　２．４１　＋　４．３５

＝ １４．８５０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

側溝蓋 ＦＴ （０２） ＝ ２．４　／　０．６

＝ ４．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

床掘（水路工） Ｅ１１ （０６） ＝ ０．６７　＊　３０Ｂ

＝ ０．６７　＊　１４．８５

＝ ９．９５０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻（水路工） Ｄ１１ （０６） ＝ ０．４８　＊　３０Ｂ

＝ ０．４８　＊　１４．８５

＝ ７．１３０



( )３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ 都市建設部河川課 １５ 頁

数  量  調  整  表
準備工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
伐採 ＢＳ （０２） ＝ １６５

＝ １６５．０００



( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課

土  量  調  整  表

１６ 頁

＊＊発生土登録表＊＊

発生土　　変化率

＊＊（発生土→埋戻土→盛土）流用表＊＊

発生土　　　‐‐‐‐　流用順位　‐‐‐‐

＊＊残土処理場指定表＊＊

発生土　　　処理順位

＊＊残土処理容量指定＊＊

  C12   C12     １番目 D11 機械   C12               １番目 Z10

            65  0.90         65  →              7             65  →          57    Z10      99,999

  E11   E11     １番目 D11 機械   E11               １番目 Z10

            10  0.90         10  →              0             10  →          10

 ＊＊残土量合計＊＊

   Z10          67

            ＊＊盛土内訳指定表＊＊

    盛  土          流用土          不足土

  D11             R99             F99

             7  ＝           7  ＋           0

第３種現場発生土



( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課

土  量  調  整  表

１７ 頁

＊＊発生土登録表＊＊

発生土　　変化率

＊＊（発生土→埋戻土→盛土）流用表＊＊

発生土　　　‐‐‐‐　流用順位　‐‐‐‐

＊＊残土処理場指定表＊＊

発生土　　　処理順位

＊＊残土処理容量指定＊＊

  C22   C22               １番目 Z11

            65  1.15             65  →          65    Z11      99,999

 ＊＊残土量合計＊＊

   Z11          65

軟岩



( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課
Ｍ０００４

金 円 １００　ｍ３ 当り

残土運搬処理
第３種建設発生土　土量変化率（粘性土）L=1.30　

    処分場：駿遠開発事業（株）牧之原市切山字真菰沢594ほか47筆
第　　　１号表

１８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　

L=23.7km

SP　　　６号表

    残土処分費
        第３種建設発生土　土量変化率（粘性土）L=1.30　

ｍ３ 　　　　　　　１３０　　　　

駿遠開発事業（株）牧之原市切山字真菰沢594ほか47筆

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課
Ｍ０００５

金 円 １００　ｍ３ 当り

残土運搬処分（軟岩）
軟岩　土量変化率L=1.30

    処分場：駿遠開発事業（株）牧之原市切山字真菰沢594ほか47筆
第　　　２号表

１９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　

L=23.7km

SP　　　６号表

    処分費
        軟岩　土量変化率L=1.30

ｍ３ 　　　　　　　１３０　　　　

駿遠開発事業（株）牧之原市切山字真菰沢594ほか47筆

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課
Ｍ００１２

金 円 １　式 当り

吹付枠工
第　　　３号表

２０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    吹付枠工
        梁断面１５０×１５０

ｍ 　　　　　　　２６８　　　　 第　　　４号表 数量コードＨＷ

    ラス張工
        　

ｍ２ 　　　　　　　１６５　　　　 第　　　５号表 数量コードＲＢ

    モルタル吹付工
        ８ｃｍ

ｍ２ 　　　　　　　１２５　　　　 第　　　６号表 数量コードＭＨ

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課

金 円 １　ｍ 当り

吹付枠工
梁断面１５０×１５０ 第　　　４号表

２１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    吹付枠工（モルタル・コンクリート）
        150*150

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　
市場単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔加算率：Ｓ〕
        施工規模：２５０ｍ以上５００ｍ未満

％
    補正後市場単価

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課

金 円 １　ｍ２ 当り

ラス張工
　 第　　　５号表

２２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    吹付枠工（ラス張工）
        法面清掃、ラス、アンカーピン

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　
市場単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔加算率：Ｓ〕
        施工規模：１００ｍ２以上２５０ｍ２未満

％
    補正後市場単価

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課

金 円 １　ｍ２ 当り

モルタル吹付工
８ｃｍ 第　　　６号表

２３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    法面工（モルタル吹付工）
        厚８ｃｍ

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　
市場単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔加算率：Ｓ〕
        施工規模：１００ｍ２以上２５０ｍ２未満

％
    〔補正係数：Ｋ３〕
        枠内吹付の場合

×
    補正後市場単価

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課

金 円 １０　ｍ 当り

排水構造物　Ｕ型側溝　据付け
ＰＵ１‐３００Ｂ 第　　　７号表

２４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（Ｕ型側溝）　昼間単価
        時間的制約 無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機･労

ｍ 　　　　　　　　１０　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ 　　　　　　　　１０　　　　

    鉄筋コンクリートU形
        300B　長600mm

個 　　　　　　　　１６．５　　

    再生クラッシャーラン
        RC‐40　再生基礎裏込材

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

    　単価

ｍ
1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課

金 円 １　枚 当り

排水構造物　蓋版　据付け
ＰＣ１‐Ｂ３００ 第　　　８号表

２５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（蓋版）　昼間単価
        時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 機･労

枚 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

枚 　　　　　　　　　１　　　　

    鉄筋コンクリートＵ形用蓋
        1種　300 長600mm

枚 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課
Ｍ００１３

金 円 １０　箇所 当り

φ250管渠工
硬質ポリ塩化ビニル管 第　　　９号表

２６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）
        ９０°エルボ　φ２５０ｍｍ

個 　　　　　　　　１０　　　　

    間詰コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．０２　 SP　　　９号表

      計

      単価

箇所

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課

金 円 １　ｍ３ 当り

構造物とりこわし
第　　１０号表

２７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    構造物とりこわし工（無筋構造物）　昼間単価
        制約無　機械　機労

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔補正係数：Ｋ１〕
        低騒音・低振動対策の場合

×
    補正後標準単価

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課
Ｍ０００８

金 円 １０　ｍ３ 当り

コンクリート殻運搬処分
無筋コンクリート構造物

    処分地：(株)紅林建材中間処理【(株)ﾐｯｸｽ】 藤枝市高洲82-4
第　　１１号表

２８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　

Ｌ＝11.6ｋｍ

SP　　１０号表

    処分費
        Ｃｏ無筋

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　

(株)紅林建材中間処理【(株)ﾐｯｸｽ】 藤枝市高洲82-4

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課
Ｍ０００６

金 円 １　式 当り

敷鉄板設置・撤去
第　　１２号表

２９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    敷鉄板設置工
        バックホウ（クローラ型クレーン付き　山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊）

ｍ２ 　　　　　　　　９８　　　　 第　　１３号表 数量コードＳＴ２

    敷鉄板撤去工
        バックホウ（クローラ型クレーン付き　山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊）

ｍ２ 　　　　　　　　９８　　　　 第　　１４号表 数量コードＳＴ２

    敷鉄板賃料
        ２２＊１５２４＊３０４８　日数＝１４４日

枚 　　　　　　　　２１　　　　 第　　１５号表 数量コードＳＴ１

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課

金 円 １００　ｍ２ 当り

敷鉄板設置工
バックホウ（クローラ型クレーン付き　山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊） 第　　１３号表

３０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    とび工

人

１

    普通作業員

人

１

    バックホウ　運転
        バックホウ（クローラ型クレーン付・山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊）
        排出ガス対策型（２０１４年規制）

日

１

    諸　雑　費

％
    　計

    　単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課

金 円 １００　ｍ２ 当り

敷鉄板撤去工
バックホウ（クローラ型クレーン付き　山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊） 第　　１４号表

３１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    とび工

人

１

    普通作業員

人

１

    バックホウ　運転
        バックホウ（クローラ型クレーン付・山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊）
        排出ガス対策型（２０１４年規制）

日

１

    諸　雑　費

％
    　計

    　単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課

金 円 １　枚 当り

敷鉄板賃料
２２＊１５２４＊３０４８　日数＝１４４日 第　　１５号表

３２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    敷鉄板賃料
        ２２＊１５２４＊３０４８　日数＝１４４日

枚・日
    整備費
        ２２＊１５２４＊３０４８

枚
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課

金 円 １　式 当り

交通誘導警備員
第　　１６号表

３３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    交通誘導警備員Ｂ

人 　　　　　　　　２５　　　　
２５日、１人

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課
Ｍ００１４

金 円 １　式 当り

伐採・処分
幹30cm　15本 第　　１７号表

３４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    伐採工
        NO.0+10.00-NO.1+6.72

ｍ２ 　　　　　　　１６５　　　　
見積り
第　　１８号表

Ｍ０００１

数量コードＢＳ

    処分費
        木くずリサイクル

ｔ 　　　　　　　　　８　　　　

木材開発(株)藤枝工場 藤枝市横内2268

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課
Ｍ０００１

金 円 １００　ｍ２ 当り

伐採工
NO.0+10.00-NO.1+6.72 第　　１８号表

見積り

３５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    運転手（特殊）

人

１

    チェンソー［ガソリンエンジン］
        鋸長３５０ｍｍエンジン排気量０．０３４Ｌ

時、日
換算供用日（損料表１５欄）

    バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排対型（２次）］
        標準バケット容量（山積０．２８／平積０．２ｍ３）

時、日
換算供用日（損料表１５欄）

    ダンプトラック　運転
        ２ｔ積級　損料割増しなし　タイヤ損耗費：良好

時間
    諸雑費

％
1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課
Ｍ０００１

第　　１８号表

３６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
      計

      単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課
Ｍ０００７

金 円 １　式 当り

仮設材運搬費
敷鉄板 第　　１９号表

３７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    仮設材等の運搬費（片道）
        １２ｍ以内
        Ｌ＝１０ｋｍ，Ｇ＝１７ｔ

式 　　　　　　　　　１　　　　

往路

    仮設材等の運搬費（片道）
        １２ｍ以内
        Ｌ＝１０ｋｍ，Ｇ＝１７ｔ

式 　　　　　　　　　１　　　　

復路

    仮設材等の積込み・取卸し費

        現場搬入質量＝１７ｔ，現場搬出質量＝１７ｔ
式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( )３８‐ＦＥ２６０‐１８‐０５‐１０‐０１‐００ 都市建設部河川課 ３８ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

掘削 土質＝土砂，施工方法＝上記以外（小規模），施工数量＝標準以外 SP　　　１号表

＊土砂の種類＝土砂（粘性土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

掘削 土質＝軟岩，施工方法＝片切掘削，破砕片除去の有無＝無し，集積押土の有無＝有り SP　　　２号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

積込（ルーズ） 土質＝岩塊・玉石，作業内容＝土量５０，０００ｍ３未満 SP　　　３号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

法面整形 整形箇所＝切土部，現場制約の有無＝有り，土質＝レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 SP　　　４号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

法面整形 整形箇所＝切土部，現場制約の有無＝有り，土質＝軟岩Ｉ、軟岩ＩＩ、中硬岩、硬岩 SP　　　５号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

土砂等運搬 土砂等発生現場＝小規模，積込機種・規格＝バックホウ山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含 SP　　　６号表

む），ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離＝２４．０ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

床掘り 土質＝土砂，施工方法＝上記以外（小規模） SP　　　７号表

＊土砂の種類＝土砂（粘性土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

埋戻し 施工方法＝上記以外（小規模），土質＝土砂 SP　　　８号表

＊土砂の種類＝土砂（粘性土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生， SP　　　９号表

現場内小運搬の有無＝有り

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離（ｋｍ）＝ SP　　１０号表

１４．４ｋｍ以下



個人情報取扱特記仕様書

１　基本的事項

　　受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、

　個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。

２　秘密の保持

　　受注者は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知ら

　せてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

３　収集の制限

（１）　受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の

　　　目的を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公

　　　正な手段により行わなければならない。

（２）　受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、本人か

　　　ら収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならな

　　　い。

４　利用及び提供の制限

　　受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のため

　に利用し、又は第三者に提供してはならない。

５　適正管理

　　受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止

　その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

６　複写又は複製の禁止

　　受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録

　された資料等を、複写し、又は複製してはならない。

７　再委託の禁止

　　受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注

　者が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。

８　資料等の返済等

　　受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自ら

　が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返

　還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うも

　のとする。

８４６１Ｃ０Ｆ０



９　従事者への周知

　　受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、

　その事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外の

　目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものと

　する。

１０　実地調査

　　発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による事務の執行に当たり取扱

　っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。

１１　事故報告

　　受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったとき

　は速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。

８４６１Ｃ０Ｆ０



 

 

    障害者差別解消法等に基づく差別的取扱いの禁止及び合理的配慮 

    の提供についての留意事項に関する特記事項 

 

（受注者の責務） 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）第１０条

第１項の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応

要領」（平成２８年３月１１日藤枝市長決定）第２条に規定する不当な差別的取扱いの禁止

及び第３条に規定する合理的配慮の提供について留意すること。 



 

交通誘導員の配置に関する特記仕様書（標準）  

 

（交通誘導員の設計計上数量）  

第１条  本工事の施工に際しては、設計書に計上した交通誘導員の人員を配置する。な  

お、配置場所等については、監督員と協議するものとする。  

 （安全対策）  

第２条  受注者は、工事の施工に当たって交通整理等を行うときは、公共工事の円滑な  

執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければならない。  

２ 受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、配置位置  

及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。また、計画に変更  

が生じた場合も同様とする。  

３ 受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に実施内容  

 の判る写真、交通誘導員勤務実績表を併せて提出しなければならない。  

（その他）  

第３条  交通誘導員は、原則、警備業法（昭和 47 年法律第 117 号一部改正平成 16 年法  

律第 50 号）第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するものとする。  

２ 現場代理人は、交通誘導員について、住民等から意見があった場合は、速やかに監  

督員へ報告し、協議を行うものとする。  

３ 現場代理人は、交通誘導員の点呼を取り、交通誘導員の健康状態や交通整理状況を

常時把握し、異常のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、交替を要請するとともに、

交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要する現場作業は控えるものとする。 

４ 現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事故の未然

防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図るなかで、交通誘

導員を適正に配置するものとする。  



2024.4.1 版 

工事写真の電子データに関する特記仕様書 

 

第 1条（工事写真の提出） 

  当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時

に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下の

とおり定める。 

 

 第２条（工事写真） 

  工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。 

 

 第３条（電子データの作成） 

  電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものと

する。 

  

第４条（提出方法） 

  納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。 

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイル

ス対策を実施したうえで納品するものとする。 

 

 第５条（定めなき事項） 

  本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と

協議するものとする。 



情報共有システム（ＡＳＰ）の活用に関する特記仕様書 

 

 

第１条（情報共有システムの活用） 

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化

を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共

有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施す

る。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必

要な事項を以下のとおり定める。 

 

第２条（システムの選定） 

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければ

ならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。 

・「土木工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版） 

（国土交通省） 

・「建築・建築設備工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室） 

 

第３条（利用契約） 

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行う

ものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数やワークフロー機能の対象者等につい

ては、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。 

 

第４条（費用負担） 

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び

使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるも

のとし、受注者の負担とする。 

 



  
遠隔臨場の実施に関する特記仕様書 

 

 

本工事（業務）は、遠隔臨場の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施すること

ができる。 

 

（定義） 

第１条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用い

た立会・段階確認及び検査のことをいう。 

 

（適用） 

第２条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等により映像及び音声を監督員又は検査員等にリアル

タイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことをいう。 

 

（実施方法） 

第３条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。 

（１）事前調整 

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機

器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、

メール等での調整を可とする。 

（２）実施記録 

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の

監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。 

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨

場であることを明記した写真により行うものとする。 

 

（実施手続） 

第４条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。 

（１）事前調整  

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。  

（２）立会・段階確認、検査の申請  

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第２号様式）の確認項目欄又は検

査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場

合と同様とする。  

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行

った場合においても、臨場により実施するものとする。  

（３）立会・段階確認、検査の実施  

受注者は、所定の日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。  

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中

止し、通常の臨場で確認を実施するものとする。  

（４）立会・段階確認、検査の確認  

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第２号様

式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施し

た場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。  

  

（機材等の手配・仕様） 

第５条 受注者は、以下の項目により遠隔臨場に必要な機器等を準備するものとする。 



（１）受注者は、現場で必要となるモバイル端末及び通信回線等の準備を行う。 

（２）発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を利用する。  

（３）利用するアプリケーションまたはサービスは、発注者が保有するタブレット端末等で利用が

可能であり、かつ、発注者の利用に際して新たな費用負担が生じないものを受注者が選定す

る。  

 

（費用） 

第６条 受注者が行う機材等の手配に要する経費は、共通仮設費（業務の場合は諸経費）の率分に

含まれるものとし、別途計上しない。 

 

 
  



藤枝市週休２日工事（土木工事）特記仕様書 

 

 （目的） 

第１条 本特記仕様書は、公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確

保が重要な課題となっていることに鑑み、建設現場における休日確保型工事の実施に伴

い必要となる経費を適切に計上することにより、週休２日の取得が可能な環境づくりを

推進し、その労働環境の改善を目的とする。 
 

（用語の定義）  

第２条 この要領において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 対象期間 工事着手日（準備期間を除く。)から工事完成日（後片付け期間を除く。)

までの期間のことをいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工

場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が

あらかじめ対象外としている期間は含まない。 

⑵ 現場閉所 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や

現場事務所が閉所された状態をいう。なお、巡回パトロールや保守点検等、現場管理

上必要な作業を行う場合を除く。 

⑶ 現場閉所率 対象期間における現場閉所日数の割合（現場閉所日数／対象期間日数）

で算定する。現場閉所率が 28.5％以上の場合を４週８休以上とする。 

⑷ 週休２日 対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態

をいう。 

⑸ 完全週休２日（土日） 対象期間のすべての週において、現場閉所を土日に指定し、

１週間に２日以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。ただし、受発注者間

の事前協議により、予めこれに代わる定休日を設定できるものとする。 

⑹ 月単位の週休２日 対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。 

 ただし、土曜日、日曜日の日数の割合が２８．５%に満たない月においては、当該月の

土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 

⑺ 通期の週休２日 対象期間の現場閉所率が２８．５%以上の状態をいう。 

 

（費用の計上）  

第３条 週休２日工事の費用計上は、対象期間中の現場の閉所状況に応じ、静岡県が定め

る「週休２日推進工事積算要領」の規定に準じ、補正係数を乗じて行うものとする。 

 

（実施方法） 

第４条 週休２日工事の実施方法は、次のとおりとする。 

⑴  受注者は、現場着手日までに現場閉所計画表を監督員に提出し、これに基づき施



工を行う。なお、受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合

には、対象期間開始前に受発注者間協議を行うこととする。 

⑵  受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度、変更の現場閉所計画表を監督

員に提出する。 

⑶  監督員は、受注者に工事記録簿等の資料の提出を求め、現場閉所率について確認

を行う。なお、規程の現場閉所を行ったと認められない場合には、静岡県週休２日

推進工事（土木工事）実施要領の規定に準じ、現場閉所率に応じた費用計上による

減額変更契約を行うものとする。 

 

 （工期設定の条件） 

第５条 設定された工期に見込まれている特記事項は、次のとおりとする。 

⑴  雨休率 休日と降雨降雪及び猛暑日数の年間の発生率をいう。この場合におい

て、休日は、日曜日及び土曜日、祝日、年末年始休暇（６日）並びに夏季休暇（３

日）とし、降雨降雪及び猛暑日数は地域ごとに算出が困難なため、「0.9」とする。 

 ただし、猛暑期間（６月～９月）外の工事については、猛暑日を考慮しない雨

休率「0.8」とする。 

⑵ 工事の性格   （ ）日 

 ⑶ 地域の事情   （ ）日 

 ⑷ 自然条件    （ ）日 

 ⑸ その他     （ ）日 



熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書 

 

 （適用） 

第１条 本特記仕様書は、受注者が熱中症対策に資する現場管理費率の補正を希望する場 

合に、受発注者間協議により適用することができる。 
 

（用語の定義）  

第２条 この特記仕様書における用語の定義は次のとおりとする。 

 ⑴ 真夏日 日最高気温が３０℃以上の日をいう。ただし、夜間工事の場合は作業時間

帯の最高気温が３０℃以上の場合とする。 

⑵ 工期 工事着手日から工事完了日前の受発注者間で協議した日までの期間をいう。

ただし、当該機関に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として６日間、７月、８

月又は９月を含む工事では夏季休暇分として３日間、工場制作のみを実施している期

間、工事全体を一時中止している期間は含まない。 

⑶ 真夏日率 工事着手日から工事完了日までの期間（以下「工事期間」という）中の

真夏日を工期で除した割合をいう。なお、真夏日率の算定は次の算定式によるものと

する。 

 【算定式】真夏日率＝工期期間中の真夏日÷工期 

 ※小数点以下第３位を四捨五入し、小数点第２位止めとする。 

⑷ 補正値 真夏日率に補正係数を乗じた値をいう。なお、補正値の算定は次の算定式 

によるものとする。 

 【算定式】補正値（％）＝真夏日率×補正係数 

 ※補正係数は１．２とする。 

 ※真夏日率及び補正値は、小数点以下第３位を四捨五入して、小数点第２位止めとす

る。 

 

（気温の計測方法等）  

第３条 受注者は工事着手前に提出する施工計画書に、工事期間中における気温の計測方 

法及び計測結果の報告方法を記載するものとする。なお、気温の計測方法は次の 

とおりとする。 

 ⑴ 計測方法 工事現場から最寄りの気象庁の地域気象観測所の気温、又は環境省が公

表している観測地点の暑さ指数（ＷＢＧＴ）を用いることを標準とする。ＷＢＧＴを

用いる場合は、ＷＢＧＴが２５℃以上になる日を真夏日と見なす。なお、施工箇所が

点在する工事へ適用する場合は、主工事の施工箇所の最寄りの地域気象観測所の気温

を用いる。 

   ただし、森林工事においては工事現場から最寄りの気象庁の地域気象観測所の気温

のみを適用することとする。また、これによりがたい場合は、あらかじめ監督員と協

議の上、最寄りの気象庁の地域気象観測所、気象業務法（昭和 27 年法律第 165 号）に



基づき気象庁以外の者が行う気温の計測結果又は工事現場を代表する１地点で気象庁

の気温計測方法に準拠した方法で得られた気温の計測結果を用いることもできる。 

   なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。 

 ⑵ 気温の補正方法 気温の補正は森林工事のみに適用するものとし、（１）で得られた

気温の計測結果（工事現場を代表する１地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法

により得られた気温の計測結果を除く。）は、次の算定式により補正を行うものとする。

ただし、気象条件又は現場条件によりがたい場合は、監督員と協議の上、補正方法を

決定するものとする。 

【算定式】補正後の気温（℃）＝気温（℃）―標高差（ｍ）×0.6／100（ｍ） 

※補正後の気温は、小数点第２位四捨五入１位止めとする。 

ただし、標高差（ｍ）＝工事現場の標高（ｍ）―計測箇所の標高（ｍ）」 

（気温計の設置高さがわかる場合は、計測箇所の標高に加算すること） 

※標高差の値は、小数点第１位四捨五入整数止めとする。 

 

 （計測結果の報告方法） 

第４条 計測結果の報告方法は次のとおりとする。 

受注者は監督員と事前に協議した提出期日までに真夏日率及び補正値を算出し、 

真夏日率等算定表（第１号様式）を発注者に提出するものとする。 



第１号様式

単位

日

日

日

％

令和　　年　　月　　日

真夏日率等算定表

工事名：

受注者：

現場代理人：

　熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書に基づき、真夏日率等を下
記の通り算出したので、提出します。

項目 細目 数量 備考

計測完了日

工事中止期間等
年末年始6日、夏季休暇3日
工場製作、全面中止期間等

工期 ①

真夏日（暑さ指数）： 0 ②　算出根拠から自動出力

工期：

工事着手日

※黄色ハッチ部を記入
※マニュアルを参照すること
※自動で出力される値は参考である。

真夏日率： #DIV/0! ＝真夏日②÷工期①

補正値： #DIV/0! ＝真夏日率×1.2



（ ）

縦　　方　　向 横　　方　　向 特　殊　箇　所 市

なし なし 民地内に給水管あり

なし なし なし

中 部 電 力
ケ ー ブ ル

中部電力パ
ワーグリッド

（株）
地 下 埋 設 物 照 会 に よ り 無 い こ と を 確 認 し た 。

下 水 道 管
下水道課

木村

大井川土地
改 良 区

施 設 管 理 図 に よ り 無 い こ と を 確 認 し た 。

Ｎ Ｔ Ｔ
ケ ー ブ ル

ＮＤＳ（株）

水 道 管
上水道課

中野

ガ ス 管
東海ガス

（株）

大井川広域
水道企業団

施 設 管 理 図 に よ り 無 い こ と を 確 認 し た 。

地下埋設物調書

　　　　　地　　 　下　 　　埋　　　 設　 　　物　　 　調　　 　書 令 和 ８ 年 度 （ 県 費 ） 三 輪 佐 護 神 ノ 谷 急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 工 事

埋 設 物
埋　　　　　設　　　　　状　　　　　況 管　　理　　者

管理側

地 下 埋 設 物 照 会 に よ り 無 い こ と を 確 認 し た 。

地 下 埋 設 物 照 会 に よ り 無 い こ と を 確 認 し た 。

池
谷

池
谷

池
谷

池
谷

池
谷

池
谷

池
谷
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